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関西広域連合の「連携団体」になりました

関西広域連合から、「連携団体」に指定する旨の通知文書が、本日、奈良県に届きまし

た。

これは、平成２３年３月２９日に神戸市で開催された関西広域連合委員会において、

広域連合参加各府県知事に承認されたものです。

今後、奈良県として、主張すべきことがあれば、「連携団体」の立場から、関西広域連

合委員会で意見を述べ、互いの意思疎通を図りながら、関西広域連合と積極的に連携し

ていきます。

（関西広域連合の「連携団体」とは）関西広域連合規約第１５条８項に定められています。業務を進めるうえで、密接に連携すべき団体を、関西広域連合が指定するもので、指定された団体は、必要に応じ、参加府県の知事で構成される広域連合委員会において、関西広域連合の業務運営等について意見を述べることができるとされています。【連携団体】福井県・三重県・奈良県・京都市・大阪市・堺市・神戸市


